
障がいのある人が、障がいのない人と同じように日常生活を送り、社会に
参加できるように、障がいを理由とした不利益な取り扱いを受けることの
ない、安心して暮らすことができる地域づくりを進める必要があります。

この条例は、障がいのある人に対する県民の理解を深め、障がいのある
人の権利を擁護する取り組みを推進することにより、全ての県民が互い
に支え合い、障がいの有無にかかわらず安心して暮らすことができる共
生社会（共に生きる熊本）の実現を目指しています。

障がいのある人が差別を受けたり、暮らしにくさを感じたりしないよう、
皆さんで共に支え合い、助け合う地域社会を築いていきましょう。
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みんなが笑顔で暮らせる社会の実現のた
めにえ が お 　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　し ゃ か い 　　　　　　 じ

つ げ ん

しょう　　　　　　　　　　  ひと　　　 しょう　　　　　　　　　　   ひと　     おな　　　　　　　　 にちじょうせいかつ　　  おく　　　  しゃかい

 さんか　　　　　　　　　　　　　　しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　 ふりえき　　　　と　　  あつか　　　　  う

　　　　　  あんしん　　　　  く　　　　　　　　　　　　　　　　　   ちいき　　　　　　　　  すす　　　　  ひつよう

　　　　 じょうれい　　　 しょう　　　　　　　　　　   ひと　　  たい　　　　  けんみん　　　りかい　　　ふか　　　  しょう

ひと　　　 けんり　　　  ようご　　　　　と　　   く　　　　　  すいしん　　　　　　　　　　　　　　 　 すべ　　　　　けんみん　　  たが

　　 ささ　　　あ　　　　しょう　　　　　　　 う む 　　　　　　　　　　　　　あんしん　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょう

せいしゃかい　  とも　　　い　　　　　くまもと　　　　じつげん　　　め    ざ

しょう　　　　　　　　　　　ひと　　　さべつ　　　 う　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　かん

 みな　　　　　　  とも　　  ささ　　　あ　　　　 たす　　　あ　　　ちいきしゃかい 　　 きず

　 　 　し ょ う が い 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ と

 と も 　 　 　 　 　 い 　 　 　 　 　 　 　 　  く ま も と 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ ょ う れ い

へ い せ い 　 　 　 　 　 　 　 ね ん 　 　 　 　 　 がつ 　 　 　  に ち

く ま も と け ん

ぜ ん め ん せ こ う



精神障がい
せいしんしょう

聴覚障がい
ちょうかくしょう

発達障がい
はったつしょう

知的障がい
ちてきしょう

重要な4つのポイント重要な4つのポイント
この条例には、障がいのある人への理解を深め、その権利を
擁護するために重要な4つのポイントがあります。

障がいのある人に対して「不利益取扱い」となる
行為を、日常生活、社会生活における8つの分野に
ついて具体的に掲げ、「してはならない」こととして
禁止しています。

不利益取扱いの禁止

社会的障壁の除去のための合理的な配慮
障がいのある人が日常生活や社会生活において
受けている制限や制約（社会的障壁）をなくすため
の必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」と
いいます。）が、負担が重すぎることとならない
範囲で、県民の皆さんによって行われなければ
ならないとしています。

1

2

視覚障がい

障がいに
合わせた
配慮の例

肢体不自由・
内部障がい

カウンセリング・通院の
ための休暇を認める

拡大文字の
資料を準備する

筆談用の筆記具
を準備する

絵や写真を
交えて説明する

トイレのバリアフリー化やオス
トメイト対応トイレを設置する

わかりやすい
言葉を使う

NO!!

福祉サービス

情報の提供など

商品販売・サービス提供

労働者の雇用

教育

建物等・
公共交通機関の利用

医療

不動産の取引
8つの分野

i

ふ り え き と り あ つ か 　 　 　 　 き ん し

し ゃ か い てきしょう へ き 　 　  じょきょ　 　 　 　 　 　 　 　   ご う り て き 　　　 はいりょ

　　　　  じょうれい　　　　　　  しょう　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　　　り か い 　　　ふか　　　　　　　　　  け ん り

 よ う ご 　　　　　　　　　　　　じゅうよう

じ ゅ う よ う

しょう　　　　　　　　　　   ひと　　  たい　　　　　　ふりえきとりあつか

 こうい 　　　   にちじょうせいかつ　  しゃかいせいかつ　　　　　　　　　　　　　　  ぶ んや

　　　　　　   ぐたいてき　　 かか

 きんし

しょう　　　　　　　　　　   ひと　　  にちじょうせいかつ　　　しゃかいせいかつ

  う　　　　　　　　　せいげん　　  せいやく　 しゃかいてきしょうへき

　　  ひつよう　　　　    ごうりてき　　　 はいりょ　　 い     か　　 ごうりてきはいりょ

　　　　　　　　　　　　　　　   ふ た ん 　　　おも

  はんい　　　　 けんみん　　　みな　　　　　　　　　　　　　おこな

しょう

　あ

 はいりょ　　　れい

しかくしょう

し た い ふ じ ゆ う

ないぶしょう

じょうほう　　 ていきょう

ふどうさん 　 　  とりひき

たてものとう

こうきょうこうつうきかん　      りよう

いりょう

しょうひんはんばい　　　　　　　　　　　ていきょう

ろうどうしゃ　　   こよう

きょういく

ふくし

 か く だ い も じ

しりょう　   じゅんび

 　　　　　　　　　　　 か

たいおう　   　　　　　  せっち

ひつだんよう　　  ひ っ き ぐ

　   じゅんび

 え　　  しゃしん

まじ　　　  せつめい

ことば　　  つか

　　　　　　　  つういん

きゅうか　　みと

ぶんや



「不利益取扱い」や「合理的配慮」、虐待についての
相談体制、「不利益取扱い」についての個別事案
解決の仕組みを設け、県に設置される委員会や
相談員が、第三者的な立場で当事者の方々ととも
に問題の解決を図ります。

相談体制及び個別事案解決の仕組み

県民の理解の促進
障がいのある人に対する差別や暮らしにくさは、
障がいのある人に対する誤解や偏見、無理解に
よって起こっています。そうした誤解や偏見をなく
し、障がいのある人に対する県民の皆さんの理解
を深めるため、これまで以上に啓発活動を進め、
障がいのある人とない人との交流の機会をつくる
などの取り組みを進めていきます。

3

4

障がいのある人や
その保護者など

しょう　　　　　　　　　　ひと

　　　　     ほ ご しゃ 解決
助言または
あっせんの求め

じょげん

　　　　　　　　　　   もと
調整
委員会

ちょうせい

いいんかい
助言または
あっせん

じょげん
かいけつ

知事による
勧告・公表

　ち じ

かんこく 　こうひょう

相談員による解決が困難な場合（不利益取扱いに関する事案）

相談員による解決（不利益取扱い・合理的配慮・虐待に関する相談）

県民
けんみん

解決
かいけつ助言や、相談員を

交えた話し合い

じょげん　　　  そうだんいん

まじ　　　　はな　　  あ

相談員

地域
相談員

ちいき

そうだんいん

広域専門
相談員

こういきせんもん

そうだんいん

そうだんいん

相談
そうだん

そ う だ ん た い せ い  およ　　　　　こ べ つ じ あ ん  か い けつ 　 　  　し       く

け ん み ん 　 　   り か い 　 　  そ くし ん

　 ふりえきとりあつか　　　　　　　  ごうりてきはいりょ　　 ぎゃくたい

そうだんたいせい　　　ふりえきとりあつか　　　　　　　　　　　　　　　  こ べ つ じ あ ん

かいけつ　　　 し　 く　　　　　  もう　　　　けん　　　せっち　　　　　　　  い いん かい

そうだんいん　　　　だいさんしゃてき　　　たちば　　　とうじしゃ 　　 かたがた

　　もんだい　　 かいけつ　　 はか

しょう　　　　　　　　　　　ひと　　  たい　　　　　さべつ　　　く

しょう　　　　　　　　　　　 ひと　　   たい　　　　　ご か い 　　　へんけん　　　むりかい

　　　　　　  お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ごかい　　　へんけん

　　　しょう　　　　　　　　　　  ひと　　  たい　　　　　けんみん　　　みな　　　　　　　りか い

　　 ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いじょう　　  けいはつ かつどう　　  すす

しょう　　　　　　　　　　   ひと　　　　　　  ひと　　　　  こうりゅう　　   きかい

　　　　　　  と 　 　  く 　　　　   すす

そうだんいん　　　　　　かいけつ　  ふりえきとりあつか　　　  ごうりてきはいりょ　ぎゃくたい　 かん　           そうだん

そうだんいん　　　　　　かいけつ　　　こんなん　　　ばあい　　ふりえきとりあつか　　　　 かん　　　　じあん



参考２ 「合理的配慮」の例

廊下などの歩行空間には、通行に支障をきたす物を
置かないようにする。
建物の段差を解消するためスロープを設置する。
本人の意向を確認してから、必要な誘導介助を行う。
トイレをバリアフリー化することや、オストメイト対応
トイレを設置する。
車椅子で利用しやすい高さの机を用意する。

●

●

●

●

●

肢体不自由・内部障がい

聴覚障がい
問い合わせ先に電話番号のほか、ファクシミリの番号
やメールアドレスを記載する。
会議などにおいて、要望に応じて、手話通訳や要約筆
記を配置する。
お互いが可能なコミュニケーションの方法を確認する。
筆談を必要とする方のために、筆記用具やメモ用紙、
筆談ボードなどを配備する。

●

●

●

●

会議などにおいて、要望に応じて、点字や拡大文字、
テキストデータの資料を用意する。
「こちら、あちら、これ、それ」などの指示語ではなく、
「30cm右」など具体的に説明する。

●

●

視覚障がい
出勤時間を遅らせるなどの勤務時間の調整を行う。
カウンセリングや通院のための休暇を認める。

●

●

精神障がい

商品販売・サービス提供

参考１ 「不利益取扱い」の禁止について（条例第8条関係）
福祉サービス
障がい者に社会福祉法に規定する福祉サービスを
提供する場合
障がいを理由として、福祉サービスの提供を拒んだ
り、制限したり、これに条件を付けるなど不利益な取
り扱いをすること。
障がい者の生命や身体の保護のためやむを得ない
必要があると認められる場合などの合理的な理由が
ある場合を除きます。

■

●

※

障がい者に障害者自立支援法に規定する障害福祉
サービスを提供する場合

障がいを理由として、障がい者の意に反して障害者支
援施設などへの入所を強制したり、共同生活介護や
共同生活援助を行う住居への入居を強制すること。
障害者自立支援法に規定する相談支援が行われた
場合などの合理的な理由がある場合を除きます。

●

※

医療
障がい者に医療を提供する場合■
障がいを理由として、医療の提供を拒んだり、制限し
たり、これに条件を付けるなど不利益な取り扱いを
すること。
障がい者の生命や身体の保護のためやむを得ない
必要があると認められる場合などの合理的な理由が
ある場合を除きます。
障がいを理由として、障がい者が希望しない長期間
の入院による医療を受けることを強制したり、隔離
すること。
法令に特別の定めがある場合を除きます。

●

※

●

※

障がい者に商品を販売したり、サービスを提供する
場合
障がいを理由として、商品の販売やサービスの提供
を拒んだり、制限したり、これらに条件を付けるなど
不利益な取り扱いをすること。
その障がいの特性により他の者に対し提供するサー
ビスの質が著しく損なわれるおそれがあると認めら
れる場合などの合理的な理由がある場合を除きます。

●

※

労働者の雇用
労働者の募集や採用を行う場合
障がいを理由として、募集や採用を行わなかったり、
制限したり、これらに条件を付けるなど不利益な取
り扱いをすること。
従事させようとする業務を障がい者が適切に遂行
することができないと認められる場合などの合理的
な理由がある場合を除きます。

●

※

障がい者を雇用する場合
障がいを理由として、賃金や労働時間などの労働条
件・配置（業務の配分や権限の付与を含む。）・昇進・
降格・教育訓練・福利厚生について不利益な取り扱
いをしたり、解雇すること。
業務を適切に遂行することができないと認められ
る場合などの合理的な理由がある場合を除きます。

●

※

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　　 ふくし　　　　　　　　　　　   ていきょう　　 こば

　　　  せいげん　　　　　　　　　　　　　　じょうけん　　  つ　　　　　　　　　　ふ りえ き 　　　  と

　   あつか

しょう　　　　  しゃ　　　せいめい　　　しんたい　　　 ほ ご 　　　　　　　　　　　　　  え

 ひつよう　　　　　　　　  みと　　　　　　　　　 ばあい　　　　　　　  ごうりてき　　　りゆう

　　　　　ばあい　　  のぞ

しょう　　　　  しゃ　　   しゃかいふくしほう　　　きてい 　　　　　 ふ くし

ていきょう　　　　  ばあい

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　  しょうひん　　  はんばい　　　　　　　　　　　　　  ていきょう

　　 こば　　　　　　　　せいげん　　　　　　　　　　　　　　　　じょうけん　　　つ

  ふ り え き 　　    と　　  あつか

　　　　しょう　　　　　　  とくせい　　　　　　  ほか　　  もの　　  たい　　 ていきょう

　　　　　　   しつ　　いちじる　　　 そこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みと

　　　　　ばあい　　　　　　　 ごうりてき　　　りゆう　　　　　　　 ばあい　　  のぞ

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　  ぼしゅう　　　さいよう　　おこな

 せいげん　　　　　　　　　　　　　　　　 じょうけん　　　つ　　　　　　　　　   ふ り え き 　　　 と

　   あつか

 じゅうじ　　　　　　　　　　　　　　　　ぎょうむ　　　しょう　　　　  しゃ　　　てきせつ　　  すいこう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みと　　　　　　　　　ば あい 　　　　　　　 ごうりてき

　　   りゆう　　　　　　　 ばあい　　   のぞ

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　   ちんぎん　　  ろうどうじかん　　　　　　　ろうどうじょう

 けん　   はいち　　ぎょうむ　　　はいぶん　　　けんげん　　　 ふ     よ　　　ふく　　　　　　しょうしん

 こうかく　　きょういくくんれん　　ふくりこうせい　　　　　　　　　  ふ り え き 　　    と　　 あつか

　　　　　　　　　　　　 か いこ

 ぎょうむ　　　てきせつ　　  すいこう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みと

　　　ばあい　　　　　　　 ご うりて き 　　　りゆう　　　　　　　 ばあい　　   のぞ

しょう　　　　  しゃ　　　しょうひん　　 はんばい　　　　　　　　　　　　　　　　 ていきょう

  ばあい

 ろうどうしゃ　　  ぼしゅう　　  さいよう　　　　　　 ばあい

しょう　　　　 しゃ　　　こよう　　　  　ばあい

ふ く し しょうひんはんばい　　　　　　　　　　ていきょう

ろうどうしゃ　 　 こよう

いりょう

しかくしょう せいしんしょう

し た い ふ じ ゆ う 　 ないぶしょう

ちょうかくしょう

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　しょう　　　　しゃ　　　い　　　はん　　　　しょうがいしゃし

 え んしせ つ 　　　　　　　　  にゅうしょ　　 きょうせい　　　　　　　 きょうどうせいかつかいご

きょうどうせいかつえんじょ　　おこな　 じゅうきょ　            にゅうきょ　　きょうせい

しょうがいしゃじりつしえんほう　　   きてい　　　　　 そうだんしえん 　　おこな

 ばあい　　　　　　　ごうりてき 　      りゆう　　　　　　　 ばあい　　  のぞ

しょう　　　　  しゃ　　  しょうがいしゃじりつしえんほう　　きてい　　　　しょうがいふくし

　　　　　　　　　 ていきょう　　　　ば あ い

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　　いりょう　　ていきょう　　 こば　　　　　　　　せいげん

　　　　　　　　　　　　じょうけん　　　つ　　　　　　　　　　ふりえき 　　　　と　　 あつか

しょう　　　　 しゃ　　   せいめい　　  しんたい　　　ほ　 ご　　　　　　　　　　　　　　  え

 ひつよう　　　　　　　　   みと　　　　　　　　　ばあい　　　　　　　  ごうりてき　　　りゆう

　　　　  ばあい　　  のぞ

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　  しょう　　　　 しゃ　　　 きぼう　　　　　　　 ちょうきかん

　　 にゅういん　　　　　　　いりょう　　　  う　　　　　　　　　　　 きょうせい　　　　　　　　か くり

 ほうれい　　  とくべつ　　  さだ　　　　　　　　　 ばあい　　   のぞ

  か いぎ 　　　　　　　　　　　　　　  ようぼう　　 おう　　　　　　てんじ　　　 か く だ い も じ

　　　　　　　　　　　　　　　　  しりょう　　   ようい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し     じ     ご

　　　　せんち みぎ　　　　　　ぐたいてき　　   せつめい

しゅっきんじかん　　 おく　　　　　　　　　　　　   き ん む じ か ん 　　  ちょうせい　   おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　 つういん　　　　　　　　  きゅうか　　  みと

  ろうか　　　　　　 ほこうくうかん　　　　　 つうこう　　ししょう　　　　　　　  もの

 お

たてもの　　 だんさ　　 かいしょう　　　　　　　　　　　　　　　　 せっち

ほんにん　　 いこう　　 かくにん　　　　　　　　ひつよう　　ゆうどうかいじょ　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たいおう

　　　　　　　せっち

 くるまいす　　 りよう　　　　　　　 たか　      つくえ　　ようい

   と　　　  あ　　　　　さき　　　でんわばんごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばんごう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  きさい

 か い ぎ 　　　　　　　　　　　　　　ようぼう　　 おう　　　　　   しゅわつうやく　　  ようやくひっ

  き　　　 はいち

　　 たが　　　　  かのう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうほう　　  かくにん

 ひつだん　　   ひつよう　　　　　　 かた　　　　　　　　　　 ひ っ き よ う ぐ 　　　　　　   ようし

 ひつだん　　　　　　　　　　　　　はいび

しょう　　　　  しゃ　　  いりょう　　ていきょう　　　　  ば あ い

さ ん こ う 　 　 　  ふ り え き と り あ つ か 　 　 　 　 　 き ん し 　 　 　 　 　 　 　じょうれいだい　  じょうかんけい

さ ん こ う 　 　 　  ご う り て き は い り ょ 　 　 　  れ い

■

■

■

■



資料に写真やふりがなを入れたり、平易な言葉で具
体的に表現したりする。
ゆっくり、わかりやすく、丁寧に説明する。

●

●

知的障がい

抽象的な表現は用いず、具体的に説明する。
言葉だけではなく、絵や写真を使って指示する。

●

●

発達障がい

建物等・公共交通機関の利用

教育 不動産の取引

条例の全文は熊本県のホームページで確認できます。
じょうれい　  ぜんぶん　     くまもとけん　　　　　　　　　　　　　　　  かくにん

障がい　熊本づくり 検索

不動産取引を行う場合
障がい者や障がい者と同居する者に対して、障が
いを理由として、不動産の売却や賃貸・賃借権の譲
渡・賃借物の転貸を拒んだり、制限したり、これらに
条件を付けるなど不利益な取り扱いをすること。
建物の構造上やむを得ないと認められる場合など
の合理的な理由がある場合を除きます。

●

※

障がい者が不特定かつ多数の者の利用に供されて
いる建物などの施設や公共交通機関を利用する場合
障がいを理由として、建物などの施設や公共交通
機関の利用を拒んだり、制限したり、これに条件を
付けるなど不利益な取り扱いをすること。
建物などの施設や公共交通機関の車両・自動車・
船舶・航空機の構造上やむを得ないと認められる
場合、障がい者の生命や身体の保護のためやむを
得ないと認められる場合などの合理的な理由があ
る場合を除きます。

●

※

障がい者に教育を行う場合
障がい者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性
を踏まえた十分な教育が受けられるようにするた
めに必要な指導や支援を講じないこと。
障がい者やその保護者への意見聴取や必要な説明
を行わないで、就学させるべき学校を指定すること。

●

●

情報の提供など
障がい者から情報の提供を求められた場合
情報の提供を拒んだり、制限したり、これに条件を
付けるなど不利益な取り扱いをすること。
当該情報を提供することにより他の者の権利利益
を侵害するおそれがあると認められる場合などの
合理的な理由がある場合を除きます。

●

※

障がい者が意思を表示する場合
障がいを理由として、意思の表示を受けることを拒
んだり、これに条件を付けるなど不利益な取り扱い
をすること。
障がい者が選択した意思表示の方法によっては障
がい者の表示しようとする意思を確認することに著
しい支障がある場合などの合理的な理由がある場
合を除きます。

●

※

しょう　　　　  しゃ　　   ねんれい およ　　　のうりょく　　   おう　　　　　　　　　　　　　　 とくせい

　　　ふ　　　　　　　じゅうぶん　　  きょういく　　　う

　　　　   ひつよう　　　 しどう　　　 しえん　　　こう

しょう　　　　しゃ　　　　　　　 ほ ご し ゃ 　　　　　いけんちょうしゅ　　　ひつよう　　  せつめい

　　おこな　　　　　　　　　しゅうがく　　　　　　　　　　 がっこう　　　してい

しょう　　　　  　　  りゆう　　　　　　　　 たてもの　　　　　　　  しせつ　 　 こうきょうこうつう

 き か ん 　　　 りよう　　　こば　　　　　　　　せいげん　　　　　　　　　　　　　　じょうけん

   つ　　　　　　　　　  ふ り え き 　　    と　　 あつか

 たてもの　　　　　　　  しせつ　　　こうきょうこうつうきかん　　　しゃりょう　　じどうしゃ

せんぱく　    こうくうき 　　　こうぞうじょう　　　　　　　　え　　　　　　　  みと

 ばあい　  しょう　　　　  しゃ　　   せいめい　　   しんたい　　　 ほ     ご

   え　　　　　　　 みと　　　　　　　　　  ばあい　　　　　　　  ごうりてき　　　  りゆう

　　  ばあい　　   のぞ

しょう　　　　  しゃ　　　きょういく       おこな　　ばあい

しょう　　　　  しゃ　　  しょう　　　　  しゃ　　   どうきょ　　　　　 もの　　  たい　　　　　  しょう

　　　　　りゆう　　　　　　　　ふどうさん　　  ばいきゃく　　 ちんたい　  ちんしゃくけん　　 じょう

   と　　ちんしゃくぶつ　　  てんたい　　  こば　　　　　　　   せいげん

じょうけん　　　つ　　　　　　　　　 ふ り え き 　　    と　　 あつか

 たてもの　　　こうぞうじょう　　　　　　　   え　　　　　　　 みと　　　　　　　　　  ばあい

　　 ご うり て き 　　  りゆう　　　　　　　 ばあい　　   のぞ

じょうほう　　  ていきょう　　こば　　　　　　　　 せいげん　　　　　　　　　　　　　　じょうけん

   つ　　　　　　　　　 ふ り え き 　　    と　　 あつか

とうがいじょうほう　　  ていきょう　　　　　　　　　　　　　　  ほか　　   もの　　　け ん り り え き

　　  しんがい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みと　　　　　　　　　　ばあい

 ごうりてき　　　りゆう　　　　　　　  ばあい　　  のぞ

しょう　　　　　　　りゆう　　　　　　　　 い　  し　　　 ひょうじ　　　 う　　　　　　　　　　　  こば

　　　　　　　　　　　　　　じょうけん　　　つ　　　　　　　　　  ふ り え き 　　     と　　  あつか

しょう　　　　 しゃ　　　せんたく　　　　　 い し ひ ょ う じ 　　  ほうほう　　　　　　　　　　　しょう

　　　　  しゃ　　　ひょうじ　　　　　　　　　　　　　 い     し　　　かくにん　　　　　　　  　いちじる

　　　　   ししょう　　　　　　　  ばあい　　　　　　　 ご うりてき 　　　 りゆう　　　　　　　   ば

あい　　  のぞ

ふどうさんとりひき　    おこな　    ばあい

しょう　　　　しゃ　　　　じょうほう　　ていきょう　　もと　　　　　　　   　ばあい

しょう　　　　しゃ　　   い    し　      ひょうじ　　　　　ばあい

しょう　　　　  しゃ　　　  ふとくてい 　　　　　たすう　　　もの　　　りよう　　  きょう

　　　　  たてもの　　　　　　   しせつ　　   こうきょうこうつうきかん　　   りよう　　　　　ばあい

きょういく ふ ど う さ ん 　　   とりひき

じょうほう　　  ていきょう

たてものとう　  こうきょうこうつうきかん 　 　  りよう

はったつしょう

ちてきしょう

ちゅうしょうてき　  ひょうげん　　もち　　　　　  ぐ た い てき 　　せつめい

   ことば　　　　　　　　　　　　　　 え　　　しゃしん　　 つか　　　　  し　 じ

しりょう　　　しゃしん　　　　　　　　　　　　　  い　　　　　　　　  へ い い 　　   ことば　　　 ぐ

たいてき　　 ひょうげん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ていねい　　 せつめい

■

■
■

■

■



　日常生活や社会生活において、障がいのある人の
権利が制限されることの無いように、医療や雇用、教
育などの8つの場面の13項目にわたって、県民の皆
さんが何をしてはならないのかを示しています。（具
体例は中面参考1の表を参照ください。）

この条例で禁止されている「不利益
取扱い」とはどのような行為ですか。Q1

　「合理的配慮」とは、障がいのある人が日常生活や
社会生活で受けている制限や制約をなくすために必
要な改善や変更を、その周りにいる人が行うことで
す。（具体例は中面参考2の表を参照ください。）
　実際にどのような「合理的配慮」が求められるか
は、障がいのある人の障がいの程度や、配慮を求め
られる側の負担能力や経営状況などによって異なり
ます。配慮を求められる側の過度な負担とならない
範囲で、それぞれのケースに応じて判断されること
になります。

「合理的配慮」とはどのようなこと
をいうのですか。Q2

　「不利益取扱い」に関して、相談員による解決が困
難な場合は、障がいのある人などからの求めにより、
「熊本県障害者の相談に関する調整委員会」が調整
する仕組みとしています。
　調整委員会は、相談のあった事案について専門的見
地から中立かつ公正な判断を行うことができるよう、
障がいのある人、福祉・教育・雇用・医療の分野の有識
者、学識経験者による15名の委員で構成されます。
　調整委員会では、当事者それぞれの意見を十分聴
きながら、助言やあっせん案の提示を行います。

相談員に相談しても解決しない場
合はどうするのですか。Q6

　身体障がい、知的障がい、精神障がいに限らず、発
達障がい、高次脳機能障がい、難病や慢性疾患など
による障がいといった「心身の機能の障害」を「障害」
としています。
　この「障害」がある人で、「障害」と「社会的障壁」と
によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制
限を受けておられる方を「障害者」としています。

この条例で対象となる「障害者」を
教えてください。Q3

　県では、専門職員である「広域専門相談員」、地域
の身近な相談役である「地域相談員」を配置します。
　これらの相談員は、中立かつ公正な立場で、必要
な事実確認を行いながら、相談の内容によっては当
事者それぞれの意見を十分お聴きし、問題解決のた
めの助言をしながら解決策を検討します。
　なお、相談員の連絡先については別途、ホーム
ページなどでお知らせします。

どこに相談すればよいのですか。Q5

　罰則はありません。「不利益取扱い」にあたる行為
があった場合は、障がいのある人とない人との間に
新たな軋轢が生まれたりしないよう、この条例では
罰則を設けず、第三者的立場の相談員を交えた話し
合いや、調整委員会の助言、あっせんに基づく当事
者による自主的な解決を図ることとしています。
　また、「合理的配慮」についても相談に応じること
としており、できることから一歩ずつ、課題の解決を
図っていくこととしています。

規定に違反した場合どのようにな
りますか。罰則があるのですか。Q4

A
条例に
関する&&?

〒862-8570　熊本市水前寺6-18-1
TEL／096-333-2236　FAX／096-383-1739

熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局
障がい者支援課

条例についてのお問い合わせは

　　　　　じょうれい　　   きんし　　　　　　　　　　　　　  ふ り え き

とりあつか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こうい

ご うりて き は い りょ

　　にちじょうせいかつ　　しゃかいせいかつ　　　　　　　　　しょう　　　　　　　　　　ひと

 けんり　　　せいげん　　　　　　　　　　　　な　　　　　　　　　  いりょう　　  こよう　 きょう

いく　　　　　　　　　　　　ばめん　　　　　 こうもく　　　　　　　　　　　けんみん　　 みな

　　　　　　なに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しめ                    　　　　　　　ぐ

たいれい　　なかめん さんこう　　　  ひょう　　さんしょう

  きてい　　　　いはん　　　　　 ばあい

　　　　　　　　　　ばっそく

　　ばっそく　　　　　　　　　　　　　ふりえきとりあつか　　　　　　　　　    こうい

　　　　　　　　 ばあい　　　 しょう　　　　　　　　　   　ひと　　　　　　ひと　　　　あいだ

あら　　　 　あつれき　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょうれい

ばっそく　 　もう　　　　　 だいさんしゃてきたちば　　  そうだんいん　  　まじ　　　　はな

 あ　　　　　　ちょうせいいいんかい　　  じょげん　　　　　　　　　　　 もと　　　　  とうじ

しゃ　　　　　　じしゅてき　　かいけつ　　はか

　　　　　　　　 ごうりてきはいりょ　　　　　　　　　そうだん　　 おう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっぽ　　　　　　かだい　　  かいけつ

はか　

そうだん

　　けん　　　　　 せんもんしょくいん　　　　　　　 こういきせんもんそうだんいん　　　ちいき

　　 みじか　　  そうだんやく　　　　　　　ちいきそうだんいん　　　  はいち

　　　　　　　　　　そうだんいん　　  　ちゅうりつ　　　　  こうせい　　   たちば　　　   ひつよう

　　じじつかくにん　　おこな　　　　　　　　　そうだん　　  ないよう　　　　　　　　　　とう

 じしゃ　　　　　　　　　　　いけん　　 じゅうぶん　　  き　　　　　  もんだいかいけつ

　　　　じょげん　　　　　　　　　　かいけつさく　　  けんとう

　　　　　　　   そうだんいん　　　れんらくさき　　　　　　　　　　　 べっと

　　　　　　　　　　　　　　し

そうだんいん　　   そうだん　　　　　　　かいけつ　　　　　　　　ば

あい

じょうれい　　　　　　　　　　　　と　　　 あ

くまもとし   すいぜんじ

くまもとけ ん 　 け ん こう ふくし ぶ 　　こ　　　　　　　  しょう　　　　　  ふくしきょく

しょう　　　　　  しゃ　 し え ん か

　　　 ふりえきとりあつか　　　　　 かん　　　　　そうだんいん　　　　　　 かいけつ　　こん

なん　　 ばあい　　　  しょう　　　　　　　　　  ひと　　　　　　　　　　もと

　くまもとけんしょうがいしゃ　　  そうだん　　 かん　　　　ちょうせいいいんかい　　　ちょうせい

　　　　 し    く

　　ちょうせいいいんかい　　　 そうだん　　　　　　　　じあん　　　　　　　　せんもんてきけん

 ち　　　　 ちゅうりつ　　　　こうせい　　 はんだん　   おこな

しょう　　　　　　　　　 ひと　  ふくし　 きょういく　  こよう　  いりょう　　 ぶんや　　  ゆうしき

しゃ　がくしきけいけんしゃ　　　　　　　　めい　　 いいん　　 こうせい

　　ちょうせいいいんかい　　　　　 とうじしゃ　　　　　　　　　　  いけん　　 じゅうぶん き

　　　　　　　　  じょげん　　　　　　　　　   あん　　  ていじ

　　　 ごうりてきはいりょ　　　　　　 しょう　　　　　　　　　  　ひと　　  にちじょうせいかつ

しゃかいせいかつ　　  う　　　　　　　　 せいげん　　 せいやく　　　　　　　　　　　　　　ひつ

よう　 　かいぜん　　   へんこう　　　　　　　 まわ　　　　　　　　ひと　　おこな

　　　　ぐたいれい　　なかめん さんこう　　　ひょう　　さんしょう

　　 じっさい　　　　　　　　　　　　　  ごうりてきはいりょ　　　  もと

　　　しょう　　　　　　　　　　ひと　　 しょう　　　　　　 ていど　　　  はいりょ　　もと

　　　　　　がわ　　 ふたんのうりょく　　けいえいじょうきょう　　　　　　　　　　　 こと

　　　　　はいりょ　　  もと　　　　　　　　がわ　　　か ど 　　   ふたん

はんい　　　　　　　　　　　　　　　　　　おう　　　　はんだん

　　　　  じょうれい　   　たいしょう　　　　　　　　  しょうがいしゃ

おし

　　しんたいしょう　　　　　ちてきしょう　　　　　 せいしんしょう　　　　　　かぎ　　　　  はっ

たつしょう　　　　　こうじのうきのうしょう　　　　　なんびょう　　まんせいしっかん

　　　　　  しょう　　　　　　　　　　　　　　しんしん　 　 きのう　　しょうがい　　　 しょうがい

　　　　　　  しょうがい　　　　　　　　　　　　  しょうがい　　　　しゃかいてきしょうへき

　　　　　　　　  けいぞくてき　　にちじょうせいかつ　　しゃかいせいかつ　　  そうとう　　せい

げん　  　う　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがいしゃ

じょうれい

かん




